




休眠預金活用事業　事業計画書 【2024年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

○ (1) 子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援

○ ③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑨ その他

(2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
④ 働くことが困難な人への支援
⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

(3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑨ その他

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） 小学生に対する防災教育の普及と少年消防団への加入促進活動

事業名（副）
団体名

事業の種類1 ④災害支援事業
一般財団法人　防災教育推進協会 コンソーシアムの有無 なし

事業の種類4

領域／分野

その他の解決すべき社会の課題
昨今増えている災害に対し、公助の対応の遅さが指摘されている。若者への防災の教育の普及により各個人が何をすべ
きか行動を起こせるような人材育成を目的とする。

事業の種類2 防災・減災支援
事業の種類3

必須

任意

申請時入力不要



SDGsとの関連

Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 202/200字

(2)団体の概要・活動・業務 89/200字

資金提供契約締結日と事業開始日が異なります。原則として日付を一致させてください。
Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

652/600字

ゴール ターゲット 関連性の説明
_4.質の高い教育をみんなに 4.1   2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切か

つ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い
初等教育及び中等教育を修了できるようにする。

今回の事業で防災教育の普及活動を行い、小学生に対し避難訓練など数少ない小学校の行事だけではな
く、より多くの防災に関する行事と教育活動を行う。

大災害をもたらした東日本大震災は、私たちに多くの尊い教訓を残しました。現在一般社会人に対する防災教育については防災士制度の普及に見られる通り、一定の取り組みが民間の力により行
われておりますが、子供達を対象とした防災組織の普及や充実を図る仕組みや制度はありません。そこで私たちが、災害に備え子供たちが自分の命を守るための具体策として、防災検定協会を設
立することとし、若者の防災力の強化活動を行っております。

団体の概要として、教育、防災、報道の各界の有志が連携して防災検定、ジュニア防災検定を全国で行い、子供たちが防災と減災に深い興味を持ち、意識を高めていけるよう活動を行っておりま
す。

国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

最終受益者 ・小学生低学年（教育を受ける直接的受益者）
・地域の少年消防団（防災教育を受けた小学生の加入斡旋により中間受益
者）
・被災地の人々（将来直接的受益者が被災地の人々を助けていけるような人
材になった場合の最終受益者）

(人数) ・直接的受益者は１人（自分の命を守るための教育）
・中間受益者は、各地域の少年消防団１団体（直接的受益者が加入す
る少年消防団）
・最終受益者は不特定多数（将来的な見立てなので不明）

第一段階として、関東県内プラスαの各地域の教育委員会を通じて各小学校での行事として少年消防団と連携して防災教育と防災寺子屋の活動を行う。小学校での
行事の定着（年間で１校に対し何回のイベント、行事を行えるかのスケジュールを組む）と行事を行える学校数の増加。（初年度以降）
第二段階として、校外でのイベントを行い小学校の行事参加者からイベント参加者を募る。年度ごとにイベント回数が増やせるよう活動を行う。（次年度以降）
第三段階として、第一段階、第二段階の活動を行う中で、防災教育の知識の普及と少年消防団の加入の斡旋活動を行う。（次年度から最終年度以降）
校外でのイベントの一つとして少年消防団、消防団と連携して防災知識の普及だけでなく、防災に関する、実務の活動を体験させるイベントを行う。そこから少年
消防団、消防団への興味を持ってもらえるよう、そして消防団を将来の働く場所としての選択肢の一つになるような活動を行う。
行政との活動内容の違いは、イベント、行事の行う回数。
行政のイベント、行事は単発のため興味を持ってもらうきっかけ作りにはなるが、その先がない。
当財団が資金分配団体として今回の事業活動を行うことで、イベント、行事が継続的に行うことができ、参加者の子供達がイベントに継続的に参加することでより
深い知識を得ることができる。事実、当財団に防災についての教育を子どもにしたいが、どうしたらいいかという問合せもあるので、行政だけでは賄えない部分を
今回の事業として行なっていく所存です。

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新
築含む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は
認められます。詳しくは公募要領をご確認ください。

なし

直接的対象グループ 小学生低学年、中学年 (人数) 現段階で人数は不明
予定として、1回の行事、イベントで小学校１校の低学年を対象とす
る。小学校のクラスの人数による。

実施時期

(開始) 2025/4/1 2028年3月末日 対象地域

関東県内プラスα（プラス
αに関しては現状防災検定
を定期的に行なっている地
域から選択予定）



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 877/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 51/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 184/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 200/200字

課題①大災害をもたらした東日本大震災は、私たちに多くの尊い教訓を残しました。この震災では、津波による犠牲者が地震による犠牲者を大きく上回り、子どもたちや教職員が津波の犠牲とな
る悲劇も生まれました。また世界を震撼させた原発災害も発生しました。
能登半島地震を含め、今後予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震をはじめ、日本列島で発生するさまざまな災害から子どもたちの命を守るためにも、いま国民の中から防災教育の推進が
喫緊の課題として提起されつつあります。
これまで政府・文部科学省も防災教育の構築の実現に努めてきましたが、残念ながらいまだ十分ではない状況にあります。
現在、一般社会人に対する防災教育については、防災士制度の普及に見られる通り、一定の取り組みが民間の力により行われておりますが、子どもたちを対象にした防災知識の普及や充実を図る
仕組みや制度はありません。
気候変動による自然災害のリスクは年々高まっている。地震、津波、豪雨、洪水、土砂災害など様々な災害リスクに対応していかなければなりません。このような災害リスクも地域により異なり
ます。万が一の時に、どのような行動を取るべきか、自らの命、周りの人たちの命を守るために防災リスクを理解し行動に移せないとなりません。自然災害国である日本で、防災に関する知識と
対処方法を学ぶ事は非常に重要である。
災害は起きてからでは遅いため、日頃より若い世代に防災に関する知識を身につけてもらい、災害時に同のような行動をするかの訓練を行っていくことが課題になると考えられる。
課題②もう一つの課題として、消防団の高齢化と消防団員の不足があげられる。少子高齢化により、消防団員の減少、地域の消防団の不足が問題視されている。
災害が起きた時に、初動対応がとても重要になる中、消防団が大きな役割を現状担っている。その消防団の人員、団体の減少は今後、災害の多い日本では大きな問題となる。
防災教育を普及させ、その知識をもとに次のステップとして少年消防団、消防団への加入者を増やすことで地域の強靱化に繋がると考える。

地域により異なりはしますが、防災訓練、防災マップの作成、避難訓練、防災イベントなどが行われております。

主な活動としては、小学生に対し、ジュニア防災検定、防災検定を全国で実施。
その他の活動として、防災セミナーの実施、講師派遣、人材の育成を行なっている。
荒川区、目黒区、茨城県稲敷し、座間市、和歌山県ひろ川町、岩佐町、海南市、泉佐野市、浜松市、高森町、その他、少年消防クラブ等、子供会（自治体）への防災教育。
子供達に対し、防災寺子屋（イベント）を各地で行っております。

行政が行なっている不特定多数に対しての防災教育の普及活動ではなく、教育委員会を通し、地域の小学校の低学年、中学年をターゲットに継続的に防災教育を行うことで、広く浅くではなく、
狭く深く防災教育を学んでもらうことができる。そこから、次のステップとして関わりの深い少年消防団への加入してもらう。将来日本を守っていけるような人材育成を行う。資金があることで
人員の確保も可能となり、今回の事業が実現可能となる。



Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

(2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団体入100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

(2)-2 短期アウトカム（非資金的支援）※資金分配団100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

121/200字

対象の小学校での定期的な防災に関する行事を行い、行
事の定着化。小学校で防災の教育を行うことが当たり前
になる社会となる。

当財団が行なっているジュニア防災検定を受け
る生徒数を増やす。個別、団体問わず

現段階で年間300名〜400名の受
験者となる。

3年後には年間800名以上の受験
者となるよう目指す。

事業終了１０年後、今回の事業の対象となる子どもたちが、防災に関して興味を持ってもらい、少年消防団から消防団への加入者の増加。
将来的な展望として教育面に関しては、防災教育が民間による教育だけではなく、公的な教育分野になっていくことを目指す。
人材の育成により、各地域の強靱化につながる。

モニタリング

対象の小学校での定期的な防災に関する行事を行い、行
事の定着化。小学校で防災の教育を行うことが当たり前
になる社会となる。

防災教育の普及から次のステップである、少年
消防団への加入者の増加。

年間0名〜1名
新規の取り組みのため初期値０

年間10名、少年消防団への加入
者を目指す。

モニタリング
事業終了時、実行団体が各地域の小学校で年間を通して
の行事を行えるようにする。定着することで各実行団体
が、事業終了後も、活動を行えるような環境を整備す
る。

行事を行える、小学校の数を増やす。 現段階で０校 行事を行う小学校の数を5校〜
１０校にする。

(3)-1 活動：資金支援　※資金分配団体入力項目 時期

実行団体が、教育委員会に行事提案を行い、行事を行える小学校を決め、年間の行事スケジュールを組む。小学校での防災に関する行事を定期的に行い、行事を定着させ、校外行事に繋げ
る。消防団と連携して郊外活動を行い消防クラブ、少年消防団への加入に繋げる。

初年度は、小学校での行事を行えるよう教育委員会とスケジュールを組み、小学校
での行事を始める。次年度、小学校での行事を行いながら、小学校の行事に参加し
た子供達に対して、校外活動を行う。最終年度は、行事を行う小学校の増加を目指
す。



188/200字

Ⅴ.広報戦略および連携・対話戦略

188/200字

133/200字

Ⅵ.出口戦略・持続可能性について 助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。

448/400字

156/400字

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援 時期
資金分配団体が、実行団体に小学校での行事を行えるようノウハウの教えていく。内容として教育委員会に対しての小学校での行事の橋渡し作業、行事の内容の指南。将来的に各実行団体
が各地域の教育委員会、小学校の担当として活動できるようにする。各実行団体が決まった地域、小学校の担当になることで事業後も独立して活動を行え、防災についての教育も進みそこ
から少年消防団への加入者の増加に繋がる。

時期に関しては、事業期間全てになります。

広報戦略

今回の事業で、ターゲットとなるのが、小学校の低学年、中学年になります。小学校での行事を行うためには各地域の教育委員会に防災教育を必要
としている小学校との橋渡しをしていただく必要があります。ですので不特定多数に向けた広告等はこの事業では必要ありません。
必要となるのは、小学校での行事が定着して、校外行事を行う際に、小学校行事が定着した小学生に対しての校外行事案内等になります。

連携・対話戦略

・消防クラブ、少年消防団、、消防団←校外行事を行う上で共同で行事を行う必要があるため。
・教育委員会←小学校で防災教育の行事を行なってもらうために小学校との橋渡しをしてもらうため。
・小学校、教員←小学校での、行事を行うため。
上記、団体との関わりは必須になります。

資金分配団体

今回の事業期間が終了するまでに、小学校での防災教育に関しての行事→校外での防災教育の行事→少年消防団、消防団連携してのイベント→少年
消防団への加入
上記の流れを各地域の小学校に定着させる。
今回の事業としての活動が各地域で定着していくことで、資金面では、ジュニア防災検定の受験者数の増加に繋がり運営資金が賄えると考える。ま
た、小学校での行事が定期的に行えるようになることが、公的施策の制度化に繋がる。
当財団としましては今まで各行政の年間予算の中からジュニア防災検定の費用を捻出していただき、その予算をもとに運営を行なっております。も
ちろん個別の受験者の受験料もありますが、大半は、行政からの予算になります。運営資金もまだまだ足りない中で、資金と人材の不足が解消され
ることで、既存の活動の裾野も広がり、ジュニア防災検定の受験者数も増え、運営資金も賄え、今回新規事業として消防団等と連携して校外活動を
行うことで、消防クラブ、少年消防団への加入者の増加、将来の消防団の加入者の増加に確実に繋がります。

実行団体

実行団体には、資金分配団体の活動内容を理解していただくことが重要であります。
・事業終了後、実行団体が、資金分配団体の協力団体として活動することで、
・実行団体が事業活動期間の中で、関わりあう、教育委員会、行政、小学校が今何を必要としているか見出していただくことで新たな必要となる新
規事業が生まれると考える。



Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 14/800字

(2)申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 194/800字

Ⅷ.実行団体の募集

30/200字

37/200字

136/200字

Ⅸ.事業実施体制
132/200字

名

名
27/200字

(1)採択予定実行団体数 現段階でなし

(2)実行団体のイメージ

防災教育のボランティア団体、NPO法人、財団法人、社団法人等

(3)1実行団体当り助成金額

１実行団体当たり年間1500万円の助成金額とする。４団体の実行団体採択予定

中間支援組織としての実績なし

全国の教育委員会に対し防災教育の実態調査を行なった経緯あり。子供達の防災教育の発表会
荒川区、目黒区、茨城県稲敷市、座間市、和歌山県広川町、岩佐町、海南市、泉佐野市、浜松市、高森町、その他、少年消防クラブ等、子供会（自治体）への防災教育の実績あり。ジュニア防災
検定、防災検定の実施。全国でセミナー、講演会の実施。
自治体、大学、消防団等と連携して防災教育の普及活動を行った実績があります。

(4)案件発掘の工夫

一般財団法人防災教育推進協会の活動に共感、同調してくれる団体。既存の活動で関わりのある団体等から選別
今回の事業は各地域の教育委員会の協力のもと小学校の行事を行うことがスタートとなるので、対象小学校の近隣のNPO法人、財団法人、社団法人等へ資金分配団
体からアプローチ予定

(1)事業実施体制、メンバー
構成と各メンバーの役割

資金分配団体の役割としては実行団体への資金、物資の提供とノウハウ等の活動への支援、人材の派遣等。
①事業運営者３名　教育委員会へのアポイント、行事スケジュール管理調整、ベント企画運営、物資（テキスト等）外注発注→事業運営者で分担
②資金管理者1名　事業資金管理者

(2)本事業のプログラム・オ
フィサーの配置予定

※資金分配団体用

人数 内訳 他事業との兼務 左記で「(兼務)予定あり」の場合、業務比率想定を記載

2

(3)ガバナンス・
コンプライアンス体制

現状未整備のため、資金提供締結前までに連絡いたします。

(4)コンソーシアム利用有無 なし

名

新規採用人数
(予定も含む)

2 予定あり(詳細は右記のとおり)
本業務６割、他業務４割を想定

既存PO人数 0



 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体
2025/04/01 2028/03/31

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

220,440,000

小学生に対する防災教育の普及と少年消防団への加入促進活動
一般財団法人　防災教育推進協会

4,500,000

助成金

195,000,000

168,000,000
27,000,000

3,000,000
1,500,000

20,940,000

合計

申請団体
事業期間

資金分配団体

実行団体

事業費

資金分配団体用

実行団体への助成

実行団体用

管理的経費

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 57,000,000 69,000,000 69,000,000 195,000,000
0 48,000,000 60,000,000 60,000,000 168,000,000

0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 27,000,000

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 6,980,000 6,980,000 6,980,000 20,940,000
0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000
0 1,980,000 1,980,000 1,980,000 5,940,000

3. 評価関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000
0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

500,000 500,000 500,000 1,500,000

4. 合計 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 65,480,000 77,480,000 77,480,000 220,440,000助成金計(A+B+C)

その他経費

管理的経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等

事業費 (A)

評価関連経費 (C)
資金分配団体用

実行団体への助成
－



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 81.3% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

補助率 79% 82% 82%
0 15,000,000 15,000,000 15,000,000

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度

2025年度 15,000,000 検定料収入、寄付金等 B:内諾済

2026年度 15,000,000 検定料収入、寄付金等 C:調整中

2027年度 15,000,000 検定料収入、寄付金等 C:調整中

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金
合計 (D)

45,000,000

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率
(A/(A+D))

検定料収入。寄付金を運営資金とし、ジュニア防災検
定、防災検定を行なっている。
年度ごとに、ジュニア防災検定、防災検定の受験者数に
い変化があるため調整中とする。
年度ごとに、ジュニア防災検定、防災検定の受験者数に
い変化があるため調整中とする。



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考

非常勤職員・従業員数［人］ 2
有給［人］ 2
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 2
常勤職員・従業員数［人］ 0

有給［人］ 0
無給［人］ 0

理事・取締役数［人］ 15
評議員［人］ 13
監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

氏名
役職

役員数［人］ 30

代表者(2)
フリガナ

代表者(1) 氏名 濱口 和久
役職 代表理事

フリガナ ハマグチ カズヒサ

設立年月日 2013/05/01
法人格取得年月日

電話番号 03−6304−2271

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://jbk-jp.net/

その他のWEBサイト
(SNS等)

都道府県 東京都
市区町村 渋谷区代々木
番地等 ２丁目23-1 ニューステイトメナー５６６号室

団体情報入力シート

団体名 一般財団法人 防災教育推進協会
郵便番号 151-0053

団体種別法人格 一般財団法人 資金分配団体/活動支援団体





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名





2023/11/2版

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 小学生に対する防災教育の普及と少年消防団への加入促進活動 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般財団法人　防災教育推進協会

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第3章第１２条

公募申請時に提出 定款 第3章第２節２２条

内定後1週間以内に提
出

公募申請時に提出 定款 第3章第２３条

公募申請時に提出 定款 第3章第１１条

公募申請時に提出 定款 第3章第１４条

公募申請時に提出 定款 第3章第１５条

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

公募申請時に提出 定款 第3章第２節第２３条

公募申請時に提出 定款 第3章第２節第２３条

公募申請時に提出 定款 第3章第２節第２３条

公募申請時に提出 定款 第3章第２節第２３条

公募申請時に提出 定款 第３章第２節第２２条

公募申請時に提出 定款 第3章第２節第１４条

公募申請時に提出 定款 第3章第２節第１５条

内定後1週間以内に提
出

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款
第3章第２節第２２条
第4章第１節第１７条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第4章第１節第１７条

. . .

公募申請時に提出 定款 第3章第１節第１０条

公募申請時に提出 定款 第3章第１０条、２１条

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目



⚫ 倫理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程
内定後1週間以内に提
出

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 経理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止























第１号議案 

令和３年度活動報告 
（１）ジュニア防災検定・防災検定受検状況（カッコの人数は令和２年度） 
ジュニア防災検定の受検者は４１１５名（３６９３名）であった。受検者数の内訳は初級

が１５１５名（１４９５名）、中級が１６３４名（１６５３名）、上級が９６６名（５４５

名）。防災検定の受検者数は２４３名（１９５名）であった。受検者数の内訳は５級が２名

（２名）、４級が０名、３級が５名（１７名）、準２級が２２４名（１６２名）、２級が８名

（５名）、１級が４名（９名）という結果に終わった。 

 ジュニア防災検定に関しては、コロナ禍のなかであったが、対面での授業が始まり、検定

を実施する時間や環境が確保できるようになり、受検生が前年よりも増加した。防災検定

に関してはまだまだ認知度が低いので、認知度を上がる取り組みが必要である。 

 

（２）自治体のジュニア防災検定受検の実施状況 
  令和３年度は、茨城県稲敷市、東京都荒川区、東京都目黒区、神奈川県座間市、神奈川県

大和市（大和市消防本部）、静岡県浜松市、京都府宇治田原町、大阪府泉佐野市、和歌山県

海南市、和歌山県広川町、和歌山県串本町、和歌山県湯浅町で予算措置で検定が実施された。

埼玉県吉川市（吉川松伏消防本部）、岐阜県各務原市、大阪府河南町、岡山県和気町はコロ

ナ禍での実施を見送った。 

 

（３）防災寺子屋（防災出前授業）や講演会などへの講師派遣、企業研修 
 新型コロナウイルスの影響で、予定されていた防災寺子屋や講演会の中止もあったが、

岡山トヨタ自動車㈱での防災寺子屋や私立クラーク学園中学校、私立桐朋女子中学校、札幌

日本大学高校、公立学校で防災寺子屋を開催した。また、企業での防災・危機管理研修への

講師派遣、防災士資格保有者に対する「防犯・防災」講習会を毎月開催した。 
 
（４）「ぼうさいこくたい２０２１」への参加 
 岩手県釜石市で１１月６日～７日に開催された「ぼうさいこくたい２０２１」にブースを

出展した。 
 
（５）第９回ジュニア防災検定・防災検定表彰式の開催について 
 毎年３月に開催している「ジュニア防災検定・防災検定」表彰式を３年ぶりに開催しまし

た。今回は都内のホテルではなく、スタジオからオンラインで配信した（表彰式の模様は当

財団のホームページから視聴が可能）。 



第１号議案 

令和４年度活動報告 

（１）ジュニア防災検定・防災検定受検状況（カッコの人数は令和３年度） 

ジュニア防災検定の受検者は３２６９名（４１１５名）であった。受検者数の内訳は初級

が１３８５名（１５１５名）、中級が１５５１名（１６３４名）、上級が３３３名（９６６

名）。防災検定の受検者数は４７１名（２４３名）であった。受検者数の内訳は５級が１０

名（２名）、４級が２５名（０名）、３級が６０名（５名）、準２級が２８５名（２２４名）、

２級が２４名（８名）、１級が５７名（４名）という結果に終わった。 

 ジュニア防災検定に関しては、上級の受検者が大幅に減少した。背景としては毎年実施

していた学校で行事などの関係で中止となったことがあげられる。初級、中級の受検者は

ほぼ前年と変化はないが、ジュニア防災検定の受験者数は、コロナ前の受検者数（５０００

名以上）を下回っている。防災検定の受検者数は倍増したが、まだまだ認知度が低いので、

認知度を上がる取り組みが必要である。 

 

（２）自治体のジュニア防災検定受検の実施状況 

  令和４年度は、茨城県稲敷市、東京都荒川区、東京都目黒区、神奈川県座間市、神奈川県

大和市（大和市消防本部）、静岡県浜松市、大阪府泉佐野市、和歌山県海南市、和歌山県広

川町、和歌山県串本町、和歌山県湯浅町、熊本県高森町で予算措置で検定が実施された。 

 

（３）支部の設立 

 支部設立第１号として東海支部を設立。山岡理事長の講演会や防災検定の個人受検を２

回開催した。 

 

（４）女性防災リレーコラムの掲載 

 協会のホームページに「女性防災リレーコラム」のコーナーを設けて、地域で防災活動 

や防災教育に取り組んでいる女性に原稿を執筆してもらい、協会との連携を図った。 

 

（５）新聞、雑誌等への寄稿や記事の掲載 

 全国紙、ブロック紙、教育系新聞、雑誌等に防災検定（ジュニア防災検定）の記事や、協

会役員の寄稿した原稿やインタビュー記事が掲載された。 

 

（６）防災寺子屋（防災出前授業）や講演会などへの講師派遣、企業研修 

 三菱 UFJ銀行社会貢献活動、三重県伊賀上野市「防災の視点からの企業誘致セミナー」、

地方議員研修会、消防庁首長防災力向上事業、労働組合研修、自治体の生涯学習講座、PTA

研修、小中高への児童・生徒への指導や教職を目指す大学生を対象にした講座、企業の危機

管理研修、青年会議所、ロータリークラブ、時事通信社（懇話会）、他に講師を派遣した。 

 



（７）「ぼうさいこくたい２０２２」への参加 

 兵庫県神戸市で１０月２２日～２３日に開催された「ぼうさいこくたい２０２２」にブー

スを出展した。 

 

（８）商標権侵害事案の発生 

 国立大学法人愛媛大学がジュニア防災検定の名称を使用して検定事業を実施しているこ

とが判明。協会として厳重に抗議して対応した。 

 

（９）第１０回ジュニア防災検定・防災検定表彰式の開催について 

 毎年３月に開催している「ジュニア防災検定・防災検定」表彰式を昨年に引き続き、都内

のホテルではなく、スタジオからオンラインで配信した（表彰式の模様は当財団のホームペ

ージから視聴が可能）。 

 

（１０）常務理事会の開催 

 常務理事会をオンラインで３回、対面で１回開催した。 

 



第１号議案 

令和５年度活動報告 
 
（１）ジュニア防災検定・防災検定受検状況（カッコの人数は令和４年度） 
ジュニア防災検定の受検者は３２８３名（３２６９名）であった。受検者数の内訳は初級

が１３０１名（１３８５名）、中級が１４７０名（１５５１名）、上級が５１２名（３３３

名）。防災検定の受検者数は４０３名（４６１名）であった。受検者数の内訳は５級が１８

名（１０名）、４級が２４名（２５名）、３級が３６名（６０名）、準２級が２８４名（２８

５名）、２級が３４名（２４名）、１級が７名（５７名）という結果に終わった。 

 ジュニア防災検定に関しては、前年度の受検者数の水準になったが、来年度の予算措置

で厳しい環境がすでに発生しており、常時３０００名の確保が求められる。初級、中級の受

検者はほぼ前年と変化はないが、上級受検者が若干数延びた。ジュニア防災検定の受検者

数は、コロナ前の受検者数（５０００名以上）を下回っており、現行実施団体の維持策の対

策が急務である。 

防災検定の受検者数は、公式テキストの発刊と防災アンバサダーの活動で認知度が高ま

ってきているが、更なる取り組みが必要であると同時に、３級から５級までの対象者は、ジ

ュニア防災検定への誘導をすすめることとしたい。 

 

（２）自治体のジュニア防災検定受検の実施状況 
  令和５年度は、茨城県稲敷市、東京都荒川区、東京都目黒区、神奈川県座間市、神奈川県

大和市（大和市消防本部）、静岡県浜松市、大阪府泉佐野市、和歌山県海南市、和歌山県広

川町、和歌山県串本町、和歌山県湯浅町、熊本県高森町、埼玉県吉川松伏消防組合、大分県

中津市、茨城県かすみがうら市で予算措置で検定が実施された。 

 

（３）支部の活動 

 東海支部につづき関西支部もスタートし、防災検定の個人受検定期開催を２回実施、また

支部独自での開催が随時実施された。 

 

（４）女性防災リレーコラムの掲載 

 協会のホームページに「女性防災リレーコラム」のコーナーを設けて、地域で防災活動 

や防災教育に取り組んでいる女性に原稿を執筆してもらっており、協会との連携も深めて

おり、活動の定着がなった。 

 

（５）新聞、雑誌等への寄稿や記事の掲載 

 全国紙、ブロック紙、教育系新聞、雑誌等に防災検定（ジュニア防災検定）の記事や、協

会役員の寄稿した原稿やインタビュー記事が掲載された。 

 



 

（６）防災寺子屋（防災出前授業）や講演会などへの講師派遣、企業研修 
 三菱UFJ銀行社会貢献活動、三重県伊賀上野市「防災の視点からの企業誘致セミナー」、

地方議員研修会、消防庁首長防災力向上事業、労働組合研修、自治体の生涯学習講座、PTA
研修、小中高への児童・生徒への指導や教職を目指す大学生を対象にした講座、企業の危機

管理研修、青年会議所、ロータリークラブ、時事通信社（懇話会）、他に講師を派遣した。 
 
（７）「ぼうさいこくたい２０２３」への参加 
 神奈川県横浜市で９月１７日～１８日に開催された「ぼうさいこくたい２０２３」にブー

スを出展した。 
 
（８）第１１回ジュニア防災検定・防災検定表彰式の開催について 
 毎年３月に開催している「ジュニア防災検定・防災検定」表彰式を昨年に引き続き、配信

設備が充実しているダイワハウスグループのスタジオからオンラインで配信した（表彰式

の模様は当財団のホームページから視聴が可能）。 
 
（９）常務理事会の開催 
 常務理事会をオンラインで３回、対面で１回開催した。 
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第２号議案

決 算 報 告 書

（第 10 期）

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般財団法人 防災教育推進協会

東京都渋谷区代々木2-23-1-566



（単位：円）

１． 流動資産

　現金預金 3,712,844 4,932,444 ▲ 1,219,600

　未収入金 246,420 869,450 ▲ 623,030

　前払費用 110,270 122,770 ▲ 12,500

　貯蔵品 1,026,480 35,280 991,200

流動資産合計 5,096,014 5,959,944 ▲ 863,930

２． 固定資産

　（１）基本財産 0 0 0

　（２）特定資産 0 0 0

　（３）その他固定資産 245,597 341,194 ▲ 95,597

　工具器具備品 95,597 191,194 ▲ 95,597

　差入保証金 150,000 150,000 0

固定資産合計 245,597 341,194 ▲ 95,597

5,341,611 6,301,138 ▲ 959,527

１． 流動負債

　短期借入金 0 1,845,553 ▲ 1,845,553

　未払金 69,022 70,000 ▲ 978

　前受金 3,880 0 3,880

　預り金 10,390 3,910 6,480

流動負債合計 83,292 1,919,463 ▲ 1,836,171

83,292 1,919,463 ▲ 1,836,171

Ⅲ　正味財産の部

１． 指定正味財産 0 0 0

　（うち基本財産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

　（うち特定資産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

２． 一般正味財産 5,258,319 4,381,675 876,644

　（うち基本財産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

　（うち特定資産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

5,258,319 4,381,675 876,644

5,341,611 6,301,138 ▲ 959,527

令 和 5 年 3 月 31 日 現 在

貸 借 対 照 表

Ⅰ 資産の部

　　資産合計

科 目

　　負債合計

Ⅱ　負債の部

当 年 度

　　正味財産合計

　　負債及び正味財産合計

前 年 度 増 減



（単位：円）

１． 経常増減の部

　　（１）経常収益

　①受取検定料 [ 9,208,978 ] [ 10,985,348 ] [ ▲ 1,776,370 ]

　　　受取検定料 9,208,978 10,985,348 ▲ 1,776,370

　②受取研修料 [ 2,914,095 ] [ 6,170,394 ] [ ▲ 3,256,299 ]

　　　受取研修料 2,914,095 6,170,394 ▲ 3,256,299

　③受取寄付金 [ 840,000 ] [ 80,000 ] [ 760,000 ]

　　　受取寄付金 840,000 80,000 760,000

　　　受取寄付金振替額 0 0 0

　④受取賛助金 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

　　　受取賛助金 0 0 0

　⑤受取助成金 [ 0 ] [ 400,000 ] [ ▲ 400,000 ]

　　　受取助成金 400,000 ▲ 400,000

　⑥雑収入 [ 24,224 ] [ 817,825 ] [ ▲ 793,601 ]

　　　受取利息 24 18 6

　　　雇用調整助成金 0 791,720 ▲ 791,720

　　　その他収入 24,200 26,087 ▲ 1,887

経常収益計 12,987,297 18,453,567 ▲ 5,466,270

　（２）経常費用

　①事業費 [ 11,826,553 ] [ 17,704,288 ] [ ▲ 5,877,735 ]

　　　給与手当 1,874,059 4,463,358 ▲ 2,589,299

　　　法定福利費 749 426,109 ▲ 425,360

　　　福利厚生費 17,548 30,000 ▲ 12,452

　　　外注費 2,007,399 0 2,007,399

　　　旅費交通費 849,110 874,719 ▲ 25,609

　　　通信費 391,616 304,081 87,535

　　　交際費 179,091 29,935 149,156

　　　会議費 156,432 11,950 144,482

　　　減価償却費 270,657 191,194 79,463

　 　　　賃借料 226,614 685,206 ▲ 458,592

　　　地代家賃 1,173,240 1,737,384 ▲ 564,144

　　　リース料 145,800 145,800 0

　　　保険料 14,641 13,100 1,541

　　　水道光熱費 96,699 160,034 ▲ 63,335

　　　消耗品費 397,045 290,737 106,308

Ⅰ 一般正味財産増減の部

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令 和 4 年 4 月 1 日 か ら 令 和 5 年 3 月 31 日 ま で

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減



科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

　　　租税公課 590,500 199,350 391,150

　　　運賃 116,055 0 116,055

　　　広報費 227,000 33,000 194,000

　　　支払手数料 63,400 82,500 ▲ 19,100

　　　諸会費 90,000 112,000 ▲ 22,000

　　　新聞図書費 32,700 15,000 17,700

　　　委託費 2,518,394 6,873,461 ▲ 4,355,067

　　　雑費 387,804 25,370 362,434

　　　雑損失 0 1,000,000 ▲ 1,000,000

　②管理費 [ 284,100 ] [ 323,000 ] [ ▲ 38,900 ]

　　　租税公課 64,100 70,000 ▲ 5,900

　　　支払手数料 220,000 253,000 ▲ 33,000

経常費用計 12,110,653 18,027,288 ▲ 5,916,635

876,644 426,279 450,365

２． 経常外増減の部

　（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

　当期経常外増減額 0 0 0

　当期一般正味財産増減額 876,644 426,279 450,365

　一般正味財産期首残高 4,381,675 3,955,396 426,279

　一般正味財産期末残高 5,258,319 4,381,675 876,644

Ⅱ　正味財産の部 5,258,319 4,381,675 876,644

　当期経常増減額



１　重要な会計方針

　（１）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

財 務 諸 表 に 関 す る 注 記



（単位：円）

場 所 ・ 物 量 等 使 用 目 的 等

小口現金 69,640

普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 ジュニア防災検定の運転資金として 266,357

　　〃 三菱東京ＵＦＪ銀行麹町支店 　　〃 755,970

　　〃 住信SBIネット銀行 　　〃 2,620,877 3,712,844

未収入金 防災自助普及委員会 ジュニア防災検定実施料金として 102,020

稲敷市あずま北小 講師講演料として 114,160

荒川区 　　〃 30,240 246,420

貯蔵品 バッジ 35,280

防災検定テキスト 991,200 1,026,480

前払費用 ㈱アーバンライフ 令和4年4月分事務所賃借料 97,770

　〃 火災保険料 12,500 110,270

　　　流動資産合計 5,096,014

工具器具備品 パソコン等オンライン講座用機器 95,597 95,597

差入保証金 ㈱アーバンライフ 事務所賃借に係る保証金 150,000 150,000

　　　固定資産合計 245,597

　　　資産合計 5,341,611

未払金 公租公課の未払額 法人都民税均等割 64,100

岡部純子 経費未精算金 4,922 69,022

前受金 落合雄太郎 前受検定料 3,880 3,880

預り金 預り源泉所得税 10,390 10,390

　　　流動負債合計 83,292

　　　負債合計 83,292

　　　　　　正味財産 5,258,319

貸 借 対 照 表 科 目

財 産 目 録
令 和 5 年 3 月 31 日 現 在

金 額

（流動負債）

（固定資産）

（流動資産）
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第２号議案

決 算 報 告 書

（第 11 期）

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

一般財団法人 防災教育推進協会

東京都渋谷区代々木2-23-1-566



（単位：円）

１． 流動資産

　現金預金 3,736,244 3,712,844 23,400

　未収入金 319,410 246,420 72,990

　前払費用 122,770 110,270 12,500

　貯蔵品 985,525 1,026,480 ▲ 40,955

流動資産合計 5,163,949 5,096,014 67,935

２． 固定資産

　（１）基本財産 0 0 0

　（２）特定資産 0 0 0

　（３）その他固定資産 150,001 245,597 ▲ 95,596

　工具器具備品 1 95,597 ▲ 95,596

　差入保証金 150,000 150,000 0

固定資産合計 150,001 245,597 ▲ 95,596

5,313,950 5,341,611 ▲ 27,661

１． 流動負債

　短期借入金 0 0 0

　未払金 70,000 69,022 978

　前受金 0 3,880 ▲ 3,880

　預り金 25,523 10,390 15,133

流動負債合計 95,523 83,292 12,231

95,523 83,292 12,231

Ⅲ　正味財産の部

１． 指定正味財産 0 0 0

　（うち基本財産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

　（うち特定資産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

２． 一般正味財産 5,218,427 5,258,319 ▲ 39,892

　（うち基本財産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

　（うち特定資産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

5,218,427 5,258,319 ▲ 39,892

5,313,950 5,341,611 ▲ 27,661

令和6年3月31日現在

貸借対照表

Ⅰ 資産の部

　　資産合計

科目

　　負債合計

Ⅱ　負債の部

当年度

　　正味財産合計

　　負債及び正味財産合計

前年度 増減



（単位：円）

１． 経常増減の部

　　（１）経常収益

　①受取検定料 [ 9,679,824 ] [ 9,208,978 ] [ 470,846 ]

　　　受取検定料 9,679,824 9,208,978 470,846

　②受取研修料 [ 713,392 ] [ 2,914,095 ] [ ▲ 2,200,703 ]

　　　受取研修料 713,392 2,914,095 ▲ 2,200,703

　③受取寄付金 [ 200,000 ] [ 840,000 ] [ ▲ 640,000 ]

　　　受取寄付金 200,000 840,000 ▲ 640,000

　　　受取寄付金振替額 0 0 0

　④受取賛助金 [ 380,000 ] [ 0 ] [ 380,000 ]

　　　受取賛助金 380,000 0 380,000

　⑤受取助成金 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

　　　受取助成金 0

　⑥雑収入 [ 8 ] [ 24,224 ] [ ▲ 24,216 ]

　　　受取利息 8 24 ▲ 16

　　　その他収入 0 24,200 ▲ 24,200

経常収益計 10,973,224 12,987,297 ▲ 2,014,073

　（２）経常費用

　①事業費 [ 10,723,116 ] [ 11,826,553 ] [ ▲ 1,103,437 ]

　　　給与手当 2,208,356 1,874,059 334,297

　　　法定福利費 1,210 749 461

　　　福利厚生費 10,036 17,548 ▲ 7,512

　　　外注費 1,991,000 2,007,399 ▲ 16,399

　　　旅費交通費 1,302,231 849,110 453,121

　　　通信費 721,796 391,616 330,180

　　　交際費 140,038 179,091 ▲ 39,053

　　　会議費 45,212 156,432 ▲ 111,220

　　　減価償却費 213,596 270,657 ▲ 57,061

　 　　　賃借料 381,370 226,614 154,756

　　　地代家賃 1,255,740 1,173,240 82,500

　　　リース料 145,800 145,800 0

　　　保険料 12,500 14,641 ▲ 2,141

　　　水道光熱費 78,704 96,699 ▲ 17,995

　　　消耗品費 362,178 397,045 ▲ 34,867

　　　租税公課 427,700 590,500 ▲ 162,800

　　　運賃 34,531 116,055 ▲ 81,524

　　　事務用品費 67,939 0 67,939

　　　広報費 70,500 227,000 ▲ 156,500

　　　支払手数料 275,000 63,400 211,600

　　　諸会費 133,145 90,000 43,145

　　　新聞図書費 3,000 32,700 ▲ 29,700

　　　委託費 804,732 2,518,394 ▲ 1,713,662

　　　雑費 36,802 387,804 ▲ 351,002

　②管理費 [ 290,000 ] [ 284,100 ] [ 5,900 ]

　　　租税公課 70,000 64,100 5,900

　　　支払手数料 220,000 220,000 0

経常費用計 11,013,116 12,110,653 ▲ 1,097,537

▲ 39,892 876,644 ▲ 916,536

２． 経常外増減の部

　（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

　当期経常外増減額 0 0 0

　当期一般正味財産増減額 ▲ 39,892 876,644 ▲ 916,536

　一般正味財産期首残高 5,258,319 4,381,675 876,644

　一般正味財産期末残高 5,218,427 5,258,319 ▲ 39,892

Ⅱ　正味財産の部 5,218,427 5,258,319 ▲ 39,892

Ⅰ 一般正味財産増減の部

　当期経常増減額

正味財産増減
計算書令和5年4月1日から令和6年3月31日

まで

科目 当年度 前年度 増減



１　重要な会計方針

　（１）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

財務諸表に関する注記



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等

小口現金 52,211

普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 ジュニア防災検定の運転資金として 523,789

　　〃 三菱東京ＵＦＪ銀行麹町支店 　　〃 55,974

　　〃 住信SBIネット銀行法人第一支店 　　〃 3,104,270 3,736,244

未収入金 高森町教育委員会 ジュニア防災検定実施料金として 319,410 319,410

貯蔵品 バッジ 26,775

防災検定テキスト 958,750 985,525

前払費用 ㈱アーバンライフ 令和6年4月分事務所賃借料 97,770

　〃 火災保険料 25,000 122,770

　　　流動資産合計 5,163,949

工具器具備品 パソコン等オンライン講座用機器 1 1

差入保証金 ㈱アーバンライフ 事務所賃借に係る保証金 150,000 150,000

　　　固定資産合計 150,001

　　　資産合計 5,313,950

未払金 公租公課の未払額 法人都民税均等割 70,000 70,000

預り金 預り源泉所得税 25,523 25,523

　　　流動負債合計 95,523

　　　負債合計 95,523

　　　　　　正味財産 5,218,427

貸借対照表科目

財産目録
令和6年3月31日現在

金額

（流動負債）

（固定資産）

（流動資産）
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第2号議案

決 算 報 告 書

（第 9 期）

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般財団法人 防災教育推進協会

東京都新宿区山吹町333辻ビル



（単位：円）

１． 流動資産

　現金預金 4,932,444 5,654,403 ▲ 721,959

　未収入金 869,450 1,101,970 ▲ 232,520

　前払費用 122,770 137,907 ▲ 15,137

　貯蔵品 35,280 35,280 0

流動資産合計 5,959,944 6,929,560 ▲ 969,616

２． 固定資産

　（１）基本財産 0 0 0

　（２）特定資産 0 0 0

　（３）その他固定資産 341,194 743,498 ▲ 402,304

　工具器具備品 191,194 382,388 ▲ 191,194

　差入保証金 150,000 361,110 ▲ 211,110

固定資産合計 341,194 743,498 ▲ 402,304

6,301,138 7,673,058 ▲ 1,371,920

１． 流動負債

　短期借入金 1,845,553 3,500,000 ▲ 1,654,447

　未払金 70,000 120,620 ▲ 50,620

　預り金 3,910 97,042 ▲ 93,132

流動負債合計 1,919,463 3,717,662 ▲ 1,798,199

1,919,463 3,717,662 ▲ 1,798,199

Ⅲ　正味財産の部

１． 指定正味財産 0 0 0

　（うち基本財産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

　（うち特定資産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

２． 一般正味財産 4,381,675 3,955,396 426,279

　（うち基本財産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

　（うち特定資産への充当額） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

4,381,675 3,955,396 426,279

6,301,138 7,673,058 ▲ 1,371,920

Ⅱ　負債の部

当年度

　　正味財産合計

　　負債及び正味財産合計

前年度 増減

令和4年3月31日現在

貸借対照表

Ⅰ 資産の部

　　資産合計

科目

　　負債合計



（単位：円）

１． 経常増減の部

　　（１）経常収益

　①受取検定料 [ 10,985,348 ] [ 8,880,726 ] [ 2,104,622 ]

　　　受取検定料 10,985,348 8,880,726 2,104,622

　②受取研修料 [ 6,170,394 ] [ 6,060,560 ] [ 109,834 ]

　　　受取研修料 6,170,394 6,060,560 109,834

　③受取寄付金 [ 80,000 ] [ 529,000 ] [ ▲ 449,000 ]

　　　受取寄付金 80,000 529,000 ▲ 449,000

　　　受取寄付金振替額 0 0 0

　④受取賛助金 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

　　　受取賛助金 0 0 0

　⑤受取助成金 [ 400,000 ] [ 800,000 ] [ ▲ 400,000 ]

　　　受取助成金 400,000 800,000 ▲ 400,000

　⑥雑収入 [ 817,825 ] [ 5,344,539 ] [ ▲ 4,526,714 ]

　　　受取利息 18 10 8

　　　持続化給付金 0 2,000,000 ▲ 2,000,000

　　　雇用調整助成金 791,720 3,192,219 ▲ 2,400,499

　　　その他収入 26,087 152,310 ▲ 126,223

経常収益計 18,453,567 21,614,825 ▲ 3,161,258

　（２）経常費用

　①事業費 [ 17,704,288 ] [ 20,438,346 ] [ ▲ 2,734,058 ]

　　　給与手当 4,463,358 7,297,798 ▲ 2,834,440

　　　法定福利費 426,109 931,330 ▲ 505,221

　　　福利厚生費 30,000 2,427 27,573

　　　旅費交通費 874,719 600,245 274,474

　　　通信費 304,081 337,941 ▲ 33,860

　　　交際費 29,935 59,902 ▲ 29,967

　　　会議費 11,950 16,006 ▲ 4,056

　　　減価償却費 191,194 127,462 63,732

　 　　　賃借料 685,206 570,346 114,860

　　　地代家賃 1,737,384 2,214,425 ▲ 477,041

　　　リース料 145,800 145,800 0

　　　保険料 13,100 0 13,100

　　　修繕費 0 872,813 ▲ 872,813

　　　水道光熱費 160,034 165,656 ▲ 5,622

Ⅰ 一般正味財産増減の部

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目 当年度 前年度 増減



科目 当年度 前年度 増減

　　　消耗品費 290,737 358,830 ▲ 68,093

　　　租税公課 199,350 1,169,700 ▲ 970,350

　　　広報費 33,000 30,000 3,000

　　　支払手数料 82,500 247,907 ▲ 165,407

　　　諸会費 112,000 80,000 32,000

　　　新聞図書費 15,000 430 14,570

　　　委託費 6,873,461 4,638,498 2,234,963

　　　雑費 25,370 24,530 840

　　　雑損失 1,000,000 546,300 453,700

　②管理費 [ 323,000 ] [ 290,000 ] [ 33,000 ]

　　　租税公課 70,000 70,000 0

　　　支払手数料 253,000 220,000 33,000

経常費用計 18,027,288 20,728,346 ▲ 2,701,058

426,279 886,479 ▲ 460,200

２． 経常外増減の部

　（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

　当期経常外増減額 0 0 0

　当期一般正味財産増減額 426,279 886,479 ▲ 460,200

　一般正味財産期首残高 3,955,396 3,068,917 886,479

　一般正味財産期末残高 4,381,675 3,955,396 426,279

Ⅱ　正味財産の部 4,381,675 3,955,396 426,279

　当期経常増減額



１　重要な会計方針

　（１）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

財務諸表に関する注記



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等

小口現金 17,329

普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 ジュニア防災検定の運転資金として 4,818,707

　　〃 三菱東京ＵＦＪ銀行麹町支店 　　〃 96,408 4,932,444

未収入金 広川町 ジュニア防災検定実施料金として 264,600

荒川区 　　〃 78,300

湯浅町 　　〃 476,550

荒川区立第9中学校 講師講演料として 50,000 869,450

貯蔵品 バッジ 35,280 35,280

前払費用 ㈱アーバンライフ 令和4年4月分事務所賃借料 97,770

　〃 火災保険料 25,000 122,770

　　　流動資産合計 5,959,944

工具器具備品 パソコン等オンライン講座用機器 191,194 191,194

差入保証金 ㈱アーバンライフ 事務所賃借に係る保証金 150,000 150,000

　　　固定資産合計 341,194

　　　資産合計 6,301,138

短期借入金 笠間正弘 給与補填として一時的な借入 1,845,553 1,845,553

未払金 公租公課の未払額 法人都民税均等割 70,000 70,000

預り金 預り源泉所得税 3,910 3,910

　　　流動負債合計 1,919,463

　　　負債合計 1,919,463

　　　　　　正味財産 4,381,675

貸借対照表科目

財産目録
令和4年3月31日現在

金額

（流動負債）

（固定資産）

（流動資産）




